
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
排水桝の掃除口に接続されたパイプの上端部を嵌合する筒状部を下部に形成した筒状の掃
除口体と、この掃除口体の上端に着脱自在に嵌着される蓋体とを備え、
前記掃除口体は、上端開口部の内周に蓋受け段部を形成するとともに前記筒状部の内周面
または外周面に前記パイプの上端縁に対向する係止段部を形成しかつ、前記筒状部の内周
面または外周面にパッキンを嵌着する環状凹溝を形成し、
前記筒状部の内周面または外周面に前記係止段部の下方 位置し

円周方向に間隔をおいて前記筒状部
に嵌合されたパイプの外周面または内周面に圧接されこのパイプのがたつきを防止する複
数のリブを突設したことを特徴とする掃除口装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、宅地内の排水管系統に設置された掃除口装置に係り、特に、蓋体の上面を地表
面に合わせて高さを調整可能とした掃除口装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
最近、土地の狭隘化に伴って、宅地内の地中に埋設する排水管の配管施工には塩化ビニル
樹脂製の口径 15cm～ 20cmの小型の排水桝が汎く使用されるようになってきている。そして
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の高さ方向に沿った一部に
、この係止段部の角部上面から下方に向けて突出して



、この排水桝の掃除口に接続した塩化ビニル樹脂製のパイプの上端に嵌合する掃除口体は
パイプを地表面に合わせて切断し、蓋体の表面を地表面に略同一面にするようにする方法
が採られている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
この排水桝の掃除口に接続したパイプの上端に掃除口体を嵌合する掃除口装置では、掃除
口体ががたつき易いという問題があった。
【０００４】
本発明は、このような問題点に鑑みなされたもので、掃除口体を地表面に合わせて上下位
置を調節可能にするとともに、掃除口体とパイプとの嵌合部にがたつきが生じることがな
い掃除口装置を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明の掃除口装置は、排水桝の掃除口に接続されたパイプの上端部を嵌合する筒状部を
下部に形成した筒状の掃除口体と、この掃除口体の上端に着脱自在に嵌着される蓋体とを
備え、前記掃除口体は、上端開口部の内周に蓋受け段部を形成するとともに前記筒状部の
内周面または外周面に前記パイプの上端縁に対向する係止段部を形成しかつ、前記筒状部
の内周面または外周面にパッキンを嵌着する環状凹溝を形成し、前記筒状部の内周面また
は外周面に前記係止段部の下方 位置し

円周方向に間隔をおいて前記筒状部に嵌合されたパイプの外
周面または内周面に圧接されこのパイプのがたつきを防止する複数のリブを突設したもの
である。
【０００６】
【作用】
本発明の掃除口装置は、掃除口本体の筒状部の上部に円周方向に間隔をおいて複数の小さ
なリブを突設したことにより、パイプと掃除口体の筒状部とを嵌合する場合に、このリブ
の表面がパイプの外周面または内周面に圧接することにより、パイプががたつくことを防
止でき、掃除口体の筒状部とパイプとの嵌合長さを調節することにより、掃除口体に嵌合
した蓋体の表面を地表面に合わせることができる。
【０００７】
また、掃除口体の筒状部にパッキンを嵌着することにより掃除口体とパイプとの水密が保
持される。
【０００８】
【実施例】
以下、本発明の掃除口装置の実施例の構成を図１および図２を参照して説明する。
【０００９】
図１は平坦な地表面に設置した状態を示す掃除口装置の縦断正面図、図２は傾斜した地表
面に設置した状態を示す掃除口装置の縦断正面図で、図１および図２において、１は掃除
口体で、この掃除口体１は塩化ビニル樹脂などの合成樹脂にてそれぞれ成型した筒状の掃
除口本体２と、この掃除口本体２の下部に取り付けられる筒状体３とにて構成されている
。
【００１０】
この掃除口本体２は上端開口部の内周に蓋受け段部４を形成する環状の突部５が形成され
ている。
【００１１】
また、この掃除口本体２の嵌合部６の下端面は所定の角度θ°、例えば、７．５°の角度
に傾斜され、この嵌合部６の周面には環状のＯリング嵌合溝７が下端面の傾斜角度に合せ
て形成され、このＯリング嵌合溝７の下部にこのＯリング嵌合溝７と平行状に傾斜して嵌
合凹溝８が形成されている。
【００１２】
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の高さ方向に沿った一部に 、この係止段部の角部上
面から下方に向けて突出して



そして、このＯリング嵌合溝７にはＯリング９が嵌合されている。
【００１３】
また、前記筒状体３の上端面は前記掃除口本体２の上端面の傾斜角θ°と同一角度θ°に
傾斜されている。そして、この筒状体３の上部に形成された嵌着部 10には、前記掃除口本
体２の下部嵌合部６が回動可能に嵌合されるようになっている。この嵌着部 10の内周部に
は前記掃除口体１の下部嵌合部６の下面を受ける受け段部 11が形成され、さらに、この嵌
着部 10の内周面には前記掃除口体１の嵌合凹溝８を嵌合する環状の係合突部 12が上面の傾
斜角θ°に合せて傾斜状に形成されている。
【００１４】
また、前記筒状体３の下部に形成した筒状部 13の上部内周面には、排水桝（図示せず）の
掃除口に接続された掃除口管としてのパイプ 14の上端縁に対向する環状の係止段部 15が水
平状に形成されている。そして、この係止段部 15の下方には複数の細長のリブ 16が前記筒
状部 13の内周面の円周方向に間隔をおいて一体に突設されている。このリブ 16の内面は筒
状部 13の内周面と平行状態に形成され、このリブ 16の下部は下方に向って拡径状に傾斜さ
れた傾斜面 17が形成されている。
【００１５】
さらに、前記筒状部 13の内周面の下部に形成された環状接続口 18には、断面が略Ｕ字形状
の環状パッキン 19を嵌着する環状の凹溝 20が形成され、この凹溝 20の中央部にパッキン 19
の中間に嵌合される突部 19aが形成されている。
【００１６】
また、 23は蓋体で、この蓋体 23の内面側にはこの蓋体 23の外周部の内面が掃除口本体２の
蓋受け段部４に支持された状態で前記掃除口本体２の蓋受け段部４の内側に嵌合される環
状突縁 24が形成され、この環状突縁 24の外周には前記掃除口本体２の突部５の内周面に圧
着される環状のゴムなどのシーリングリング 25が嵌着されている。
【００１７】
次に、この実施例の作用について説明する。
【００１８】
排水桝の掃除口に嵌合されたパイプ 14の外周に掃除口体１の筒状体３の下部に形成されて
いる筒状部 13を嵌合して、このパイプ 14の上端縁を係止段部 15に当接する。この状態で筒
状体３の筒状部 13の内周面に突設したリブ 16の内周面がパイプ 14に圧接され、パイプ 14と
筒状体３との嵌合にがたつきが生じることがない。そして、リブ 16の下部は拡径状に傾斜
した傾斜面 17が形成されているので、パイプ 14に筒状体３を嵌合する時に、傾斜面 17が案
内となって容易に嵌合できる。
【００１９】
また、掃除口本体２と筒状体３とを相対的に回動することにより、掃除口本体２は嵌合部
６が筒状体３の嵌着部 10に沿って回動され、１８０°回動させることにより、掃除口本体
２に嵌着した蓋体 23の上面は２θ°傾斜され、この掃除口本体２の回動量によって地表面
の傾斜に合せて蓋体 23は傾斜される。
【００２０】
なお、前記掃除口体１の筒状体３に形成した筒状部 13のリブ 16の下部をパイプ 14と筒状部
13との嵌合を容易にするため、下方に向って拡径する傾斜面 17とすることなく、リブ 16の
全体を下方に向って拡開するテーパー状に形成することもできる。
【００２１】
また、掃除口体１の筒状体３の下端部に形成された筒状部 13の下部に嵌着したＵ字形のパ
ッキン 19の中間突部 22は筒状部 13の内周面よりやや突出状態に形成されるため、筒状部 13
はパイプ 14の上端縁と接続したときに、パッキン 19の中間突部 22はパイプ 14に緊密に圧接
することにより、パイプ 14の水密が保持される。
【００２２】
次に他の実施例を図３について説明する。
【００２３】
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図３は掃除口管としてのパイプを掃除口体の筒状部の外周面に嵌挿する掃除口装置の一部
を切り欠いた正面図である。
【００２４】
図３に示す構造は、前記実施例における掃除口本体２と筒状体３とを一体に構成した構造
で、前記の実施例１と同一な構造部分は同一の符号にて示し、具体的構造の説明を省略す
る。
【００２５】
掃除口体１の上端の開口部に着脱自在に嵌着された蓋体 23には、ポリプロピレン（ＰＰ）
などの合成樹脂にて成型したロック体 30が回動自在に設けられ、このロック体 30の下端は
略直角方向に屈曲されて掃除口本体２の上端開口部の内面に突設した環状の蓋受け段部４
の下面に係脱自在に係合する係止部 32が形成され、この蓋受け段部４と係止突縁 31の下面
との係合で蓋体 23は掃除口本体２に係止される。
【００２６】
また、前記掃除口本体２の下部に突設した筒状部 13の上端部外周には、排水桝の掃除口に
嵌合した掃除口管となるパイプ 14の上端に係止される係止段部 15a が形成されている。こ
の係止段部 15a の下方に位置して筒状部 13の上部には複数のリブ 16a が円周方向に間隔を
おいて一体に形成され、このリブ 16aの下部は下方に向って縮径状に傾斜した傾斜面 17a 
が形成されている。
【００２７】
また、前記蓋体 23の下面に一体に突設された環状突縁 24の外周にはこの環状突縁 24と掃除
口本体２の上端開口部の内周面との間に圧接されるシーリングリング 25が嵌着されている
。
【００２８】
次に、この実施例の作用について説明する。
【００２９】
排水桝の掃除口に接続したパイプ 14の上端側に掃除口体１の筒状部 13を連接する時に、こ
のパイプ 14を筒状部 13の外周面に嵌挿すると、筒状部 13の上部に突設されたリブ 16a とが
緊密に圧接され、パイプ 14と掃除口本体２とががたつくことがなく、また、筒状部 13の下
部に設けられた環状パッキン 19の中間突部 22とパイプ 14の外周面とが圧接することにより
、パイプ 14の水密を保持することができる。
【００３０】
【発明の効果】
本発明によれば、宅地に掃除口装置を設置するときには、掃除口体に嵌着した蓋体を地表
面に略面一に容易にすることができ、さらに、前記筒状部の上部内周面または外周面の円
周方向に間隔をおいて突設された複数のリブにより排水桝の掃除口に接続したパイプのが
たつきを防止できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例を示す掃除口装置の縦断正面図である。
【図２】同上掃除口装置を傾斜した地表面に設置した状態を示す縦断正面図である。
【図３】本発明の他の実施例を示す掃除口装置の一部を切り欠いた正面図である。
【符号の説明】
１　　　掃除口体
４　　　蓋受け段部
13　　　筒状部
14　　　掃除口管としてのパイプ

　　　
16， 16a　  リブ
19　　　パッキン
20　　　環状凹溝
23　　　蓋体
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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